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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分析対象である検体を収容する検体容器と、
　前記検体容器に収容された検体を分析可能な状態とする前処理を行う前処理機構と、
　前記検体の分析を行う複数の分析装置と、
　前記複数の分析装置のそれぞれに搭載された試薬の種類に関する情報を少なくとも含む
試薬架設情報を記憶する試薬架設情報記憶部と、
　前記試薬架設情報に基づいて、前記複数の分析装置において分析可能な分析項目をそれ
ぞれ判定する分析項目判定部と、
　前記検体に対して設定された検査項目のうち緊急性の高い検査項目として緊急指定され
た検査項目が少なくとも２つ以上の前記分析装置に跨っている場合に、前記緊急指定され
た検査項目の分析を行う２つ以上の前記分析装置のそれぞれに対応して前記検体を子検体
容器に分注するように分注指示を作成する分注指示作成部と、
　前記前処理機構で前処理を施された検体を、前記分注指示に従って前記検体容器から子
検体容器に分注する検体分注機構と、
　前記複数の分析装置が沿うように配置された搬送ラインであって前記検体分注機構が配
置された上流側から下流側に向かって前記子検体容器を搬送し、搬送指示に基づいて前記
分析装置との間で前記子検体容器の授受を行う送りラインと、前記送りラインの下流側ま
で搬送された前記子検体容器を前記送りラインの上流側まで搬送して前記送りラインに搬
入する戻りラインと、を有する搬送機構と、
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　前記搬送機構における前記子検体容器の搬送を制御するための搬送指示であって、前記
複数の子検体容器のそれぞれに設定された複数の検査項目にそれぞれ対応する少なくとも
１つの前記分析装置のうち緊急指定された検査項目に対応する前記分析装置に前記子検体
容器をそれぞれ優先して搬送するように前記搬送指示を作成する搬送指示作成部と、
　前記搬送機構の送りラインに沿って配置された前記複数の分析装置の上流側にそれぞれ
配置され、前記送りラインで搬送されてきた前記子検体容器を搬入して分析装置に搬入す
る前に待機させ、前記送りラインを介して前記分析装置に搬入する複数の容器待機バッフ
ァ機構と、
　緊急指定情報設定部による緊急指定に基づいて、前記容器待機バッファ機構から前記搬
送ラインに搬出して下流側に隣接する前記分析装置に搬入する前記子検体容器の順序を入
れ替えるように制御するバッファ機構制御部と
を備えたことを特徴とする検体検査自動分析システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血液、尿などの生体サンプルの定性・定量分析を行うための検体の前処理を
行う検体検査自動分析システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　病院や検査機関などにおいては、採血や採尿などにより患者から得られた血液や尿など
の生体試料（以下、検体と称する）を分析し、各検査項目に対応する分析結果に基づいて
患者の状態を把握している。一般に、検体の分析は、検査項目に対応する分析処理を自動
で行う自動分析装置(以下、単に分析装置と称する)により行われる。
【０００３】
　分析装置により得られる分析結果（すなわち検査結果）は、疾病の診察、治療方針の決
定の基準となるため、患者にとっては非常に重要な情報であり、したがって、分析結果の
迅速な報告が必要とされている。そこで、分析結果の迅速な報告を行うことを目的として
、例えば特許文献１（特開２０１１－１５３９４１号公報）には、予め検査項目に優先順
位を付け、全ての項目の分析ができないと判断した場合、前処理装置にて優先順位の高い
項目から順に分析に必要な生体サンプル量をサンプル容器に分注し、分析装置では優先順
位の高い項目から分析する分析装置に関する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１５３９４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来技術においては次のような問題点がある。
【０００６】
　すなわち、検体検査自動分析システムでは、予め前処理装置によって検体に遠心分離な
どの前処理を実施し、血清と血餅とに分離したものをそのまま、或いは、血清だけを分析
試料として別の容器（以下、子検体容器と称する）に分注したものを分析装置に搬送して
分析処理に用いている。したがって、上記従来技術においては、複数の分析装置が接続さ
れて用いられ、かつ、優先順位の高い検査項目に対応した試薬ボトルが別々の分析装置に
架設された状況下では、各分析装置間におけるサンプル容器の搬送経路に無駄が生じるこ
とによって分析が実施されるまでに多くの時間を要してしまい、結果として分析結果の報
告に遅延が生じてしまうことが懸念される。
【０００７】
　本発明は上記に鑑みてなされたものであり、複数の分析装置が接続されて用いられる場
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合においても迅速な分析結果の報告を可能とする検体検査自動分析システムを提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明は、分析対象である検体を収容する検体容器と、前
記検体容器に収容された検体を分析可能な状態とする前処理を行う前処理機構と、前記検
体の分析を行う複数の分析装置のそれぞれに搭載された試薬の種類に関する情報を少なく
とも含む試薬架設情報を記憶する試薬架設情報記憶部と、前記試薬架設情報に基づいて、
前記複数の分析装置において分析可能な分析項目をそれぞれ判定する分析項目判定部と、
前記検体に対して設定された検査項目のうち緊急性の高い検査項目として緊急指定された
検査項目が少なくとも２つ以上の前記分析装置に跨っている場合、前記分析装置のそれぞ
れに対応して前記検体を前記子検体への分注を行うように分注指示を作成する分注指示作
成部と、前記前処理機構で前処理を施された検体を、前記分注指示に従って前記検体容器
から子検体容器に分注する検体分注機構と、前記子検体容器を前記分析装置に搬送する搬
送機構を制御するための搬送指示であって、前記複数の子検体容器をそれぞれ対応する前
記分析装置に搬送するように搬送指示を作成する搬送指示作成部とを備えたものとする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、複数の分析装置が接続されて用いられる場合においても迅速な分析結
果の報告を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施の形態に係る検体検査自動分析システムの全体構成を概略的に示す図であ
る。
【図２】本実施の形態に係る検体検査自動分析システムの機能ブロック図である。
【図３】検体前処理装置における中央制御部の処理機能を示す機能ブロック図である。
【図４】出力装置であるモニタに表示される検査依頼項目情報の設定画面を示す図である
。
【図５】本実施の形態の検体検査自動分析システムおける分析全体の流れを示すフローチ
ャートである。
【図６】分析動作における検体分注処理の詳細を示すフローチャートである。
【図７】分析装置周辺における検体容器の搬送経路を概略的に示す図である。
【図８】本実施の形態における検体容器の搬送経路の通過順序と比較例における検体容器
の搬送経路の通過順序とを比較して示す図である。
【図９】本実施の形態の検体収納部における検体容器の搬出順序の入れ替えを説明する図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。
【００１２】
　図１は、本実施の形態に係る検体検査自動分析システムの全体構成を概略的に示す図で
あり、図２はその機能ブロック図である。また、図３は、検体前処理装置における中央制
御部１０１の処理機能を示す機能ブロック図である。
【００１３】
　図１及び図２において、検体検査自動分析システムは、検体に対して前処理を実施する
検体前処理装置１００と、前処理により得られた分析試料に対して分析処理を実施する複
数（例えば２つ）の分析装置２１０，２２０と、検体検査自動分析システム全体の動作を
制御するホストシステム３００とから概略構成されている。
【００１４】
　検体前処理装置１００は、分析対象である検体を収容する検体容器１を１つ以上（例え
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ば本実施の形態では５つ）収容した検体ラック１ａを検体検査自動分析装置に投入するた
めの投入部１０２と、検体容器１に収容された検体を分析可能な状態とする前処理を行う
前処理機構１０３と、検体容器１の開栓を行う開栓機構１０４と、検体容器１に収容され
た検体の液量を測定する液量測定機構１０５と、前処理機構１０３で前処理を実施された
検体を検体容器１から子検体容器２に分注する検体分注機構１０６と、検体前処理装置１
００における検体容器１（又は、子検体容器２）の搬送を行う搬送ライン（搬送機構）１
０７と、検体前処理装置１００全体の動作を制御する中央制御部１０１とを備えている。
【００１５】
　中央制御部１０１と、前処理機構１０３、開栓機構１０４、液量測定機構１０５、及び
検体分注機構１０６とは、通信ケーブルなどの通信路１０１ｃによって接続されており、
中央制御部１０１によって検体前処理装置１００内における各種情報の交換や、検体容器
１又は子検体容器２の搬送制御などが制御される。また、中央制御部１０１は、ホストシ
ステム３００とも同様に通信路３００ａによって接続されており、ホストシステム３００
に記憶された検査依頼項目情報（後述する検査項目情報や緊急指定情報を含む）や試薬架
設情報などの情報の取得を行っている。
【００１６】
　図３において、中央制御部１０１は、検体の分析を行う複数（本実施の形態では２つ）
の分析装置２１０，２２０のそれぞれに搭載された試薬の種類に関する情報を少なくとも
含む試薬架設情報をホストシステム３００から取得して記憶する試薬架設情報記憶部１０
１ａと、試薬架設情報に基づいて、分析装置２１０，２２０において分析可能な分析項目
をそれぞれ判定する分析項目判定部１０１ｂと、検体分注機構１０６における分注内容の
指示である分注指示を作成する分注指示作成部１０１ｃと、搬送ライン１０７における搬
送内容の指示である搬送指示を作成する搬送指示作成部１０１ｄとを備えている。
【００１７】
　試薬架設情報記憶部１０１ａは、検体検査自動分析システムを構成する複数の分析装置
２１０，２２０のそれぞれに関する試薬架設情報をホストシステム３００から取得して記
憶している。試薬架設情報は、分析装置２１０，２２０に搭載された試薬の種類の情報を
各分析装置２１０，２２０のそれぞれに関して持っている。
【００１８】
　分析項目判定部１０１ｂは、試薬架設情報記憶部１０１ａに記憶された試薬架設情報を
読み出し、この試薬架設情報に基づいて、各分析装置２１０，２２０で分析可能な分析項
目を判定する。各分析装置２１０，２２０に架設されている試薬の種類と分析項目、及び
、分析項目と検査項目は対応しており、分析項目の可否の判定は検査項目の可否の判定で
ある。
【００１９】
　分注指示作成部１０１ｃは、ホストシステム３００を介して得られる検体の検査項目に
関する情報（検査依頼項目情報）や、分析装置２１０，２２０における試薬架設情報、検
体前処理装置１００で得られる検体の液量に関する情報などに基づいて分注指示を作成す
る分注指示作成処理を行う。分注指示には、１つの検体容器１から分注する子検体容器２
の個数などの情報が含まれている。例えば、検体に対して設定された検査項目のうち緊急
性の高い検査項目として緊急指定された検査項目が少なくとも２つ以上（本実施の形態で
は２つ）の分析装置２１０，２２０に跨っている場合、分析装置２１０，２２０のそれぞ
れに対応して検体を子検体容器に分注するように分注指示を作成する。
【００２０】
　搬送指示作成部１０１ｄは、検体分注機構１０６により分注された子検体容器２を対応
する分析装置に搬送するように搬送指示を作成する搬送指示作成処理を行う。搬送指示に
は、検体容器１又は子検体容器２（以下、特に区別する必要の無い場合は、単に検体容器
１，２と記載する）の搬送先の情報が含まれている。例えば、検体に対して設定された検
査項目のうち緊急性の高い検査項目として緊急指定された検査項目が少なくとも２つ以上
（本実施の形態では２つ）の分析装置２１０，２２０に跨っている場合、分析装置２１０
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，２２０のそれぞれに対応して検体容器１，２を搬送するように搬送指示を作成する。搬
送指示作成部１０１ｂで作成された搬送指示は、ホストシステム３００等を介して検体検
査自動分析装置全体に送られる。
【００２１】
　投入部１０２には、検体容器１に収容された検体を識別する識別子（例えば、バーコー
ド）を読み取るＩＤ読取部１０２ａが設けられており、読み取られた検体識別情報は中央
制御部１０１を介してホストシステム３００に送られ記憶される。
【００２２】
　前処理機構１０３では、検体容器１に収容された検体に前処理を実施する。本実施の形
態では、前処理として検体の遠心分離を実施する遠心分離機構を前処理機構１０３の一例
として示している。
【００２３】
　液量測定機構１０５では、検体容器１に収容された検体の量を測定しており、例えば、
カメラ等により検体容器１の画像を取得し、画像処理等を行って血清や分離剤、血餅等の
階調の違いなどから各々の境界面位置を割り出し、その境界面位置と検体容器１の形状の
情報（例えば、直径や断面積等）から血清等の液量を求める方法を用いる。液量測定機構
１０５により求められた各液量に関する情報は、中央制御部１０１を介してホストシステ
ム３００に送られ記憶される。
【００２４】
　検体分注機構１０６は、中央制御部１０１の分注指示作成部１０１ｃで作成される分注
指示に基づいて、前処理機構１０３で前処理を実施され開栓機構１０４により開栓された
検体容器１から子検体容器２に分注する。
【００２５】
　搬送ライン１０７は、検体前処理装置１００の投入部１０２、前処理機構１０３、開栓
機構１０４、液量測定機構１０５、検体分注機構１０６に接続されるとともに、後述する
検体容器収納部２３０を介して分析装置２１０に接続されており、中央制御部１０１の搬
送指示作成部１０１ｄで作成される搬送指示に基づいて、検体容器１，２の検体前処理装
置１００での搬送を行う。
【００２６】
　検体容器収納部２３０は、検体前処理装置１００による前処理の終了した検体容器１，
２を分析装置２４０に搬送する前に一端収納して保持し、分析装置２４０への検体容器１
，２の搬送量を調整する機能と、分析装置２４０へ搬送する検体容器１，２の順番を入れ
替える機能とを有している。
【００２７】
　分析装置２１０は、検体容器収納部２１２と、分析部２１３と、制御部２１１と、搬送
ライン（搬送機構）２４１，２４２とから構成されている。
【００２８】
　搬送ライン（搬送機構）２４１，２４２は、検体前処理装置１００から検体容器収納部
２３０を介して搬送される検体容器１，２を分析装置２１０において搬送するとともに、
分析装置２２０へ搬送する。
【００２９】
　分析部２１３は、搬送ライン２４２により搬送される検体容器１，２に収容された検体
の分析処理を行う。
【００３０】
　検体容器収納部２１２は、搬送ライン２４１，２４２を介して分析部２１３に搬送され
る検体容器１，２を一端収納して保持し、分析部２１３への検体容器１，２の搬送量を調
整する機能と、搬送ライン２４２に送り出す検体容器１，２の順番を入れ替えることによ
って分析部２１３へ搬送される検体容器１，２の順番を入れ替える機能とを有している。
【００３１】
　制御部２１１と、検体容器収納部２１２及び分析部２１３とは、通信ケーブルなどの通
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信路２１１ｃによって接続されている。また、制御部２１１とホストシステム３００とも
同様に通信路３００ｂによって接続されている。
【００３２】
　制御部２１１は、分析装置２１０の動作を制御するものであり、検体容器収納部２１２
による検体容器１，２の搬送ライン２４２からの取り込み（搬入）の制御や搬送ライン２
４２への検体容器１，２の搬出順序の制御、分析部２１３への検体容器１，２の搬入搬出
の制御などを行う。
【００３３】
　分析装置２２０も分析装置２１０と同様の構成を備えている。
【００３４】
　すなわち、分析装置２２０は、検体容器収納部２２２と、分析部２２３と、制御部２２
１と、搬送ライン（搬送機構）２４３，２４４とから構成されている。
【００３５】
　搬送ライン（搬送機構）２４３，２４４は、分析装置２１０を介して搬送される検体容
器１，２を分析装置２２０において搬送するとともに、搬送ライン（搬送機構）２４５を
介して検体容器収納部２５０へ搬送する。
【００３６】
　分析部２２３は、搬送ライン２４４により搬送される検体容器１，２に収容された検体
の分析処理を行う。
【００３７】
　検体容器収納部２２２は、搬送ライン２４３，２４４を介して分析部２２３に搬送され
る検体容器１，２を一端収納して保持し、分析部２２３への検体容器１，２の搬送量を調
整する機能と、分析装置２２３へ搬送する検体容器１，２の順番を入れ替える機能とを有
している。
【００３８】
　制御部２２１と、検体容器収納部２２２及び分析部２２３とは、通信ケーブルなどの通
信路２２１ｃによって接続されている。また、制御部２２１とホストシステム３００とも
同様に通信路３００ｃによって接続されている。
【００３９】
　制御部２２１は、分析装置２２０の動作を制御するものであり、検体容器収納部２２２
による検体容器１，２の搬送ライン２４４からの取り込み（搬入）の制御や搬送ライン２
４４への検体容器１，２の搬出順序の制御、分析部２２３への検体容器１，２の搬入搬出
の制御などを行う。
【００４０】
　検体容器収納部２５０は、分析装置２１０，２２０による分析処理の終了した検体容器
１，２を搬送ライン２４５を介して収納し、保持するものである。
【００４１】
　ホストシステム３００は、各検体容器１，２に収容された検体に対して設定された検査
項目や緊急指定の情報（検査依頼項目情報）や分析結果等の情報を一括して管理するもの
である。ホストシステム３００への検査項目や各種情報の入力、分析結果（検査結果）等
の出力は、ホストシステム３００に接続された入出力端末３１０により行われる。入出力
端末は３１０は、例えば、ＰＣ等であり、入力装置であるキーボードやマウス、出力装置
であるモニタ、プリンタ等を有している（図示せず）。
【００４２】
　図４は、出力装置であるモニタに表示される検査依頼項目情報の設定画面を示す図であ
る。
【００４３】
　図４において、検査依頼項目情報設定画面３０２は、検体識別情報であるＩＤや、これ
と対応した患者名などの各種情報を設定する患者情報設定部３０２ａと、検体に対して依
頼される検査項目に関する情報（検査項目情報）を入力して設定する検査項目情報設定部
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３０２ｂと、各検査項目を緊急指定するかどうかに関する情報（緊急指定情報）を設定す
る緊急指定情報設定部３０２ｃとを有している。図４では、検査項目に緊急指定をする場
合に「Ｙｅｓ」を入力し、緊急指定をしない場合に「Ｎｏ」を入力する場合を例示してい
る。例えば、図４においては、番号１の検査項目として設定した「項目１」と、番号３の
検査項目として設定した「項目３」とを緊急指定している。
【００４４】
　図５は、本実施の形態の検体検査自動分析システムおける分析全体の流れを示すフロー
チャートであり、図６は分析動作における検体分注処理の詳細を示すフローチャートであ
る。
【００４５】
　図５に示すように、まず、基本情報として試薬ボトルの架設情報（試薬架設情報）が入
出力端末３１０を介してホストシステム３００に登録される。また、試薬架設情報は、中
央制御部１０１に読み出されて試薬架設情報記憶部１０１ａに記憶される（ステップＳ１
００）。この状態で、医師等による患者の診察情報に基づいて、当該患者に対する検査項
目情報および緊急指定情報を含む検査依頼項目情報が入出力端末３１０を介してホストシ
ステム３００に登録される（ステップＳ２００）。その後、検査対象である検体を収容し
た検体容器１が検体ラック１ａに保持されて投入口１０２から投入される（ステップＳ３
００）。投入口１０２に投入された検体容器１の検体には、検体分注処理（ステップＳ４
００）、検体の入れ替え処理（ステップＳ５００）、及び分析処理（ステップＳ６００）
が実施される。
【００４６】
　図６に示すように、検体分注処理（ステップＳ４００）では、まず、検体容器１に配置
された識別子（検体ＩＤ：検体識別情報）がＩＤ読取部１０２ａにより読み取られる（ス
テップＳ４０１）。このとき、読み取られた検体識別情報は、中央制御部１０１を介して
ホストシステム３００に送られ記憶される。
【００４７】
　中央制御部１０１は、ホストシステム３００で受信された検体識別情報に基づいて送信
される検体依頼項目情報を取得し（ステップＳ４０２）、前処理機構１０３により前処理
を実施する（ステップＳ４０３）。
【００４８】
　続いて、分注指示作成部１０１ｃは、緊急指定の検査項目が有るかどうかを判定し（ス
テップＳ４０４）、判定結果がＮＯの場合には、検体容器１から１つの子検体容器２に検
体を分注する検体分注指示（標準）を作成し（ステップＳ４０９）、その検体分注指示を
検体分注機構１０６に送信する（ステップＳ４１０）。
【００４９】
　また、ステップＳ４０４での判定結果がＹＥＳの場合には、分析項目判定部１０１ｂは
、試薬架設情報記憶部１０１ａに記憶された試薬架設情報に基づいて、分析装置２１０，
２２０において分析可能な分析項目をそれぞれ判定し（ステップＳ４０５）、分注指示作
成部１０１ｃは、検査項目情報において検査項目が複数の分析装置２１０，２２０に跨っ
ているかどうかを判定する（ステップＳ４０６）。ステップＳ４０６での判定結果がＹＥ
Ｓの場合には、検体容器１から１つの子検体容器２に検体を分注する標準的な検体分注指
示を作成し（ステップＳ４０８）、その検体分注指示を検体分注機構１０６に送信する（
ステップＳ４１０）。また、ステップＳ４０６での判定結果がＮＯの場合には、分析項目
が跨っている分析装置のそれぞれに対応して検体容器１から検体を子検体容器へ分注する
特別な検体分注指示を作成し（ステップＳ４０７）、その検体分注指示を検体分注機構１
０６に送信する（ステップＳ４１０）。なお、このときに作成される特別な検体分注指示
とは、それぞれの分析装置２１０，２２０で緊急指定情報のある検査項目を並行して分析
できるようにするものである。
【００５０】
　そして、検体分注機構１０６は、分注指示作成部１０１ｃにおいてステップＳ４０７～
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Ｓ４０９の何れかで作成された検体分注指示に基づいて、検体容器１から子検体容器２へ
の検体の分注処理を実施すする（ステップＳ４１１）。
【００５１】
　検体の入れ替え処理（ステップＳ５００）では、検体容器収納部２３０において、検体
前処理装置１００による前処理の終了した検体容器１，２を分析装置２４０に搬送する前
に一端収納して保持し、緊急指定のある検体容器１，２については、分析装置２４０へ搬
送する順番を入れ替えて優先的に搬送する。
【００５２】
　分析処理（ステップＳ６００）では、検体容器１，２に収容された検体に対し、検査項
目情報に基づいた種々の分析が実施される。分析結果（検査結果）等はホストシステム３
００に送られて記憶されるとともに入出力端末３１０のモニタに表示される。
【００５３】
　図７は、分析装置周辺における検体容器の搬送経路を概略的に示す図である。また、図
８は、本実施の形態における検体容器の搬送経路の通過順序と比較例における検体容器の
搬送経路の通過順序とを比較して示す図である。
【００５４】
　図７及び図８においては、検体容器に収容された検体に「検査項目１」、「検査項目２
」、及び「検査項目５」が依頼され、そのうち「検査項目１」と「検査項目５」とが緊急
指定されている場合の搬送経路を例示して説明する。また、分析装置２１０では、「検査
項目１」～「検査項目３」が分析可能な項目であり、分析装置２２０では、「検査項目４
」～「検査項目５」が分析可能な項目である場合を例示して説明する。
【００５５】
　図７に示すように、本実施の形態の検体容器１，２の搬送経路としては、搬送ライン２
４１～２４４の送りラインから上流側の分析装置２１０の検体容器収納部２１２に搬入す
る搬送経路１１と、検体容器収納部２１２から送りラインに搬出して分析部２１３に搬入
する搬送経路１２と、分析部２１３から送りラインに搬出する搬送経路１３と、送りライ
ンから下流側の分析装置２２０の検体容器収納部２２２に搬入する搬送経路１４と、検体
容器収納部２２２から送りラインに搬出して分析部２２３に搬入する搬送経路１５と、分
析部２２３から送りラインに搬出する搬送経路１６と、分析装置２２０の下流側において
送りラインから戻りラインに搬出する搬送経路１７と、戻りラインに搬出された検体容器
１，２を分析装置２１０の戻りラインにおける下流側（言い換えると、送りラインにおけ
る上流側）まで搬送する搬送経路１８と、分析装置２２０の戻りラインにおける下流側に
おいて戻りラインから送りラインに搬入する搬送経路１９と、送りラインにおいて、上流
側の分析装置２１０の上流側から下流側（言い換えると、下流側の分析装置の上流側）に
搬送する搬送経路１０とがある。
【００５６】
　まず、比較例における検体容器の搬送経路について説明する。試薬ボトルの架設情報を
用いない比較例においては、図８の上段に示すように、各分析装置の分析項目に関わらず
、前処理装置において検体容器から１つの検体容器（子検体容器）Ａに分注され分析装置
側に送られる。
【００５７】
　前処理装置から搬出された検体容器Ａは、緊急指定されている「検査項目１」を分析す
るために分析装置２１０に送られる。検体容器Ａは、分析装置２１０に搬送される前に一
度、分析装置２１０の検体容器収納部２１２に搬送される（搬送経路１１）。続いて、検
体容器Ａは、送りラインを経由して分析装置２１０の検体容器収納部２１２から分析部２
１３に搬送されて「検査項目１」の分析が実施され（搬送経路１２）、分析が終了すると
送りラインに搬出される（搬送経路１３）。続いて、検体容器Ａは、緊急指定されている
「検査項目５」を分析するために分析装置２２０に送られる。検体容器Ａは、分析装置２
２０に搬送される前に一度、分析装置２２０の検体容器収納部２２２に搬送される（搬送
経路１４）。続いて、検体容器Ａは、送りラインを経由して分析装置２２０の検体容器収
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納部２２２から分析部２２３に搬送されて「検査項目５」の分析が実施され（搬送経路１
５）、分析が終了すると送りラインに搬出される（搬送経路１６）。そして、緊急指定さ
れていない残りの「検査項目２」を分析するため、送りラインから戻りラインに搬出され
（搬送経路１７）、戻りラインを介して送りラインの上流側まで搬送され（搬送経路１８
，１９）、検体容器収納部２１２を介して分析部２１３に搬送され（搬送経路１１，１２
）、「検査項目２」の分析が終了すると送りラインに搬出され（搬送経路１３）、分析を
終了する。
【００５８】
　続いて、本実施の形態における検体容器の搬送経路について説明する。試薬ボトルの架
設情報を用いる本実施の形態においては、図８の下段に示すように、各分析装置２１０，
２２０の分析可能な項目に基づいて、前処理装置１００において検体容器から複数（本実
施の形態では２つ）の検体容器（子検体容器）Ａ，Ｂに分注され分析装置２１０，２２０
側に送られる。
【００５９】
　前処理装置１００から搬出された検体容器Ａは、緊急指定されている「検査項目１」及
び、緊急指定されていない「検査項目２」を分析するために分析装置２１０に送られる。
また、検体容器Ｂは、緊急指定されている「検査項目５」を分析するために分析装置２２
０に送られる。
【００６０】
　検体容器Ａは、分析装置２１０に搬送される前に一度、分析装置２１０の検体容器収納
部２１２に搬送される（搬送経路１１）。ことのき、検体容器Ｂは、送りラインを介して
分析装置２２０側に搬送される（搬送経路１０）。
【００６１】
　続いて、検体容器Ａは、送りラインを経由して分析装置２１０の検体容器収納部２１２
から分析部２１３に搬送されて「検査項目１」及び「検査項目２」の分析が実施され（搬
送経路１２）、分析が終了すると送りラインに搬出され（搬送経路１３）、分析を終了す
る。このとき、検体容器Ｂは、分析装置２２０に搬送される前に一度、分析装置２２０の
検体容器収納部２２２に搬送され（搬送経路１４）、送りラインを経由して分析装置２２
０の検体容器収納部２２２から分析部２２３に搬送されて「検査項目５」の分析が実施さ
れ（搬送経路１５）、分析が終了すると送りラインに搬出され（搬送経路１６）、分析を
終了する。
【００６２】
　このように、本実施の形態においては、試薬ボトルの架設情報をもとに作成した分注指
示に従って前処理装置における分注の制御を行うので、緊急指定された検査項目に対応す
る試薬が複数の分析装置に跨って架設されている場合においても、搬送経路に無駄が生じ
ず、目的とする分析装置に検体容器を搬送することができる。また、緊急指定された検査
項目の分析を別々の分析装置で並行し分析できるため、所望する検査項目の結果を迅速に
報告することが可能である。
【００６３】
　続いて、本実施の形態において、検体容器収納部２１２，２２２から分析部２１３，２
２３に搬送される検体（検体容器）の順番の入れ替え処理について説明する。
【００６４】
　本実施の形態においては、分析部２１３，２２３で分析する前に、検体容器を検体容器
収納部２１２，２２２待機部に搬入する。検体容器収納部２１２，２２２では、分析部２
１３，２２３で分析される複数の検体容器を一旦収納することで順番待ちをすることがで
きる。
【００６５】
　検体容器収納部２１２，２２２から分析部２１３，２２３に搬出される検体容器の順番
は、緊急指定の有無によって異なる。例えば、緊急指定のなされていない通常の検体容器
の場合、検体容器収納部２１２，２２２への到着順に分析部２１３，２２３に搬出される
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。また、検体容器収納部２１２，２２２に複数の検体容器が収納されている場合に緊急指
定のなされた検査項目を有する検体容器が搬入された場合は、検体容器の搬出順序の入れ
替えを行い、緊急指定のなされた検体容器を優先的に搬出する。
【００６６】
　図９は、本実施の形態の検体収納部における検体容器の搬出順序の入れ替えを説明する
図である。
【００６７】
　図９においては、複数の検体容器を収納した検体収納部２１２から「検査項目１」～「
検査項目３」に対応する試薬容器が架設されてる分析部２１３を例に取り説明する（前述
の図７等参照）。本例では、検体容器収納部２１２には複数の検体容器ａ，ｂ，ｃ，ｄ，
・・・が分析部２１３での分析待ちをしている。検体容器は、検体容器ａ，ｂ，ｃ，ｄ，
・・・の順番で検体容器収納部２１２に搬入されており、その中で検体容器ｂには「検査
項目１」に、検体容器ｄには「検査項目２」に緊急指定がなされている場合を考える。
【００６８】
　検体容器収納部２１２では、緊急指定のある検査項目をもった検査容器ｂ，ｄを他の検
体容器ａ，ｃより優先して搬出するように、搬出順序の入れ替えを実施する。ともに緊急
指定のある検査項目を持った検体容器ｂと検体容器ｄとでは、検体容器収納部２１２への
搬入順が搬出順となる。すなわち、検体容器ｂを先に搬出するように入れ替える。また、
緊急指定のない検査項目のみを有する検体容器ａと検体容器ｃとにおいても、検体容器収
納部２１２への搬入順が搬出順となるすなわち、検体容器ａを先に搬出するように入れ替
える。
【００６９】
　従って、検体容器収納部２１２から分析部２１３への検体容器の搬入順番が検体容器ａ
、検体容器ｂ、検体容器ｃ、検体容器ｄ、・・・である場合には、搬出順番は、検体容器
ｂ、検体容器ｄ、検体容器ａ、検体容器ｃ、・・・の順番となる。
【００７０】
　検体容器収納部２１２から搬出された検体容器は分析部２１３に搬送され、分析可能な
検査項目の分析を行う。分析部２１３においては、前述のように、緊急指定された検査項
目から分析を始める。分析部２１３における分析では、検体容器に収容された検体と試薬
とが混合され、その混合液の吸光度や発光量などを光学的な測定手段によって測定し、そ
の測定結果に基づいて、検体に含まれる成分濃度を測定する。検体容器は分析が終了する
まで検体待機部に移動し待機する。分析が終了すると、分析ユニットからホストシステム
へ、ホストシステムから入出力端末へと分析結果を報告し、再検指示を問い合わせる。分
析結果の報告は、依頼した検査項目全ての分析結果が揃った時点、もしくは、各検査項目
の結果が出た時点、どちらのタイムミングでも可能とする。分析結果を受けた入出力端末
、または、ホストシステムにおいて再検の判断をし、再分析が必要と判断した場合は、再
度、中央制御部からの搬送指示のもと、分析装置へと搬送し再検を実施する。再検時にも
、初回検査と同様、検体待機部における検体容器の搬出順序の制御を可能とする。再検実
施後、検体容器は検体収納部へ移動され回収される。なお、再検を必要としない検体容器
は1回目の分析終了時に検体収納部へ移動され回収される。
【００７１】
　以上のように、本実施の形態においては、分析部２１３，２２３における分析待ちの検
体容器が検体容器収納部２１２，２２２に数多くあっても、緊急指定がなされた検査項目
をもつ検体容器であれば、優先的に分析部に搬入されて分析が実施されるため、分析の待
ち時間を短縮することができる。
【００７２】
　なお、検体容器収納部２１２，２２２における検体容器の搬出順番の入れ替えの制御は
、それぞれ、分析装置２１０，２２０の制御部２１１，２２１により行われる。
【００７３】
　以上のように構成した本実施の形態の効果を説明する。
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　従来技術の検体検査自動分析システムでは、予め前処理装置によって検体に遠心分離な
どの前処理を実施し、血清と血餅とに分離したものをそのまま、或いは、血清だけを分析
試料として別の容器（以下、子検体容器と称する）に分注したものを分析装置に搬送して
分析処理に用いている。したがって、上記従来技術においては、複数の分析装置が接続さ
れて用いられ、かつ、優先順位の高い検査項目に対応した試薬ボトルが別々の分析装置に
架設された状況下では、各分析装置間におけるサンプル容器の搬送経路に無駄が生じるこ
とによって分析が実施されるまでに多くの時間を要してしまい、結果として分析結果の報
告に遅延が生じてしまうことが懸念される。
【００７５】
　これに対して本実施の形態においては、検体に設定された検査項目に関する情報と試薬
架設情報とを用いた分注制御を行うように構成した。すなわち、本実施の形態においては
、試薬架設情報に基づいて複数の分析装置において分析可能な分析項目をそれぞれ判定し
、検体に対して設定された検査項目のうち緊急性の高い検査項目として緊急指定された検
査項目が少なくとも２つ以上の分析装置に跨っている場合、分析装置のそれぞれに対応し
て検体の子検体への分注を行うように分注指示を作成するように構成したので、複数の分
析装置が接続されて用いられる場合においても迅速な分析結果の報告を可能とすることが
できる。
【００７６】
　また、分析装置においては、緊急指定情報をもとにした搬送制御を行うように構成した
ので、入出力端末での検査項目依頼時に緊急指定された検査項目の分析が優先して実施さ
れ、したがって、該当する検査項目の分析結果を迅速に報告することが可能となる。
【符号の説明】
【００７７】
１　検体容器
１ａ　検体ラック
２　子検体容器
１００　検体前処理装置
１０１　中央制御部
１０１ａ　試薬架設情報記憶部
１０１ｂ　分析項目判定部
１０１ｃ　分注指示作成部
１０１ｄ　搬送指示作成部
１０２　投入部
１０３　前処理機構
１０４　開栓機構
１０５　液量測定機構
１０６　検体分注機構
１０７　搬送ライン（搬送機構）
２１０，２２０　分析装置
２１１，２２１　制御部
２１２，２２２　検体容器収納部
２１３，２２３　分析部
２４１，・・・，２４５　搬送ライン（搬送機構）
３００　ホストシステム
３１０　入出力端末
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